
家財の整理・処分
家具や庭木など、工事進行や
費用に影響する建物内外の
不要物を処分します。

契約 or 断り
選んだ一社と契約を締結しま
す。トラブルを防ぐために必ず
契約内容を確認し、契約書を
取り交わします。

04

そもそも解体工事って、どう進めればいいんですか？

スムーズな進行のために、
一連の流れを把握しよう。

05

見積り依頼
クラッソーネのような解体工
事の一括見積りサービス、も
しくは直接、解体工事会社数
社に申し込みます。

01

現地調査
工事会社と一緒に建物の施
工範囲を30分～１時間ほど
確認します。

02

見積書受取り
立会い後一週間程度で届き
ます。各社の内容を比較・精
査します。

03

つまずきなく円滑に空き家の処分を行うためには、解体工事全体の
流れを把握するのが大切。どのタイミングで何をすればよいかを理解
しておくと不要なトラブルを回避できます。

請求書受取り・入金
ご請求書が到着したら、指定
口座に入金します。

11

工事開始。80㎡前後の建物で
あれば10~14日程度で完了
します。工事期間はある程度
余裕を持っておきましょう。

解体工事着工

09

取り壊し証明書・
マニフェスト発行
解体工事会社より確実に入手
し、減失登記用に保管します。

12

近隣挨拶
工事中にかける迷惑にそなえ
担当者と一緒に挨拶に行きま
す。

08

工事完了・引渡し
契約内容に相違なく作業が完
了しているか工事会社と確認
します。

10

滅失登記申請
工事完了後１ヶ月以内に法務
局へ申請します。 土地家屋調
査士か、ご自身でも滅失登記
を進めることもできます。

13MISSION
COMPLETE

全行程完了！

ライフライン停止
工事開始一週間前までに、水
道以外のライフラインを停止
します。

07

各種届出提出
リサイクル届、特定建設作業
実施届、石綿事前調査結果報
告、道路使用許可、歩道占有
届出等を行政に提出します。

06

A .

安い見積りに要注意！
安く建物を壊せればいいというものでは
ありません。安いからというだけで工事
会社を選び、後 ト々ラブルに見舞われた
という声も多く耳にします。
「解体してみなければわからない。」と、
詳細の確認なく工事を行いあとから多額

の費用を請求されてしまうという事例も。
見積りを入手した段階で工事範囲や費
用・期間など、認識あわせをしておくこと
が肝心です。予期せぬトラブルに巻き込
まれないためにも、安心できる工事会社
選びがとても重要なのです。


